
あなたは申告が必要？不要？　フローチャートでチェック！

①住宅ローン控除を初めて申告する。

②青色申告をする。

③土地・建物・株式の譲渡所得（国・県・市への

売却を除く）や先物取引、仮想通貨、山林所得

の申告をする。

④贈与税、消費税の申告をする。

⑤雑損控除・繰越損失の申告をする。

⑥外国税額控除を受ける。

⑦亡くなった方の申告をする。

⑧令和5年分以前の申告をする。

収入なし

②主に年金収入

③主に給与収入

①～③以外の収入

・事業収入

営業・農業など

・不動産収入

・雑所得

副業収入など
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田村市に住む親族の税法上の扶養に

なっている

年金収入のみで年間148万円以下

（65歳未満は98万円以下）

年金収入のみで年間148万円（65歳未満

は98万円）を超え、400万円以下

年金収入以外の所得が20万円を超え

る

年金収入のみで年間400万円を超える

・年末調整が済んでいない

・年末調整の内容に変更がある

・追加の控除を受ける

・2カ所以上から給与をもらっている

・給与収入が2千万円を超える

給与収入以外の所得が20万円を超え

る

所得金額が所得税の控除額より多い

場合（所得税がかかる場合）

所得金額が所得税の控除額より少な

い場合（所得税がかからない場合）

【確定申告】

税務署会場

南東北総合

卸センター

【住民税申告】

【申告不要】

【住民税申告】

【確定申告】

【住民税申告】

追加の控除

を受ける

①非課税収入のみ

（遺族、障害年金、

失業給付金など）

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

スタート

１２

３１

・田村市外に住む親族の税法上の

扶養になっている

・税法上、誰の扶養にもなっていな

い

【申告できる会場】

確定申告･･･郡山税務署会場、市役所会場

住民税申告･･･市役所会場

フローチャートは、一般的な例を示しています。

ご自身の状況によっては変わる場合がありますので、ご不明な点は

お問い合わせください。納めすぎた所得税の還付申告をする場合は

下表に関わらず確定申告が必要です。

【お問い合わせ】

田村市役所 市民部 税務課 課税係 TEL0247-81-2119


